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(54)【発明の名称】 内視鏡

(57)【要約】
【課題】本発明は、組立時の作業が容易で、組立コスト
を下げることができ、高周波処置具と併用した場合であ
っても先端カバーが放電により焼けてしまうことを防止
して耐久性の高い内視鏡を提供することを最も主要な特
徴とする。
【解決手段】金属製のレンズ枠部材１９内に固定された
対物レンズ１７の先端に配設されたカバーガラス２０を
レンズ枠部材１９の前面全体を覆う大きさに設定したも
のである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  管腔内に挿入される挿入部の先端に金属
製の先端構成部材が配設され、この先端構成部材が絶縁
性の先端カバー部材により被覆されるとともに、
金属製のレンズ枠部材内に対物レンズが固定され、その
先端にカバーガラスが配設された状態で前記先端構成部
材に取付けられた内視鏡において、
前記カバーガラスは前記レンズ枠部材の前面全体を覆う
大きさに設定したことを特徴とする内視鏡。
【請求項２】  前記カバーガラスは前記対物レンズの径
よりも大きく、且つ前記レンズ枠部材の外径と同径に設
定したものであることを特徴とする請求項１に記載の内
視鏡。
【請求項３】  前記カバーガラスは先端側から基端側に
向かうにしたがって外径寸法が縮径するテーパー状の縮
径部を有し、かつ前記レンズ枠部材の枠内周面に前記縮
径部と係合するテーパー形状の係合部を有することを特
徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、高周波処置具と組
み合わせて使用される内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】一般に、高周波処置具を安全に使用する
ための内視鏡の技術として、特開平１１－３２９８５号
公報や、特開平９－２６５４８号公報に示されている技
術がある。これは、管腔内に挿入される内視鏡の挿入部
を構成する細長い可撓管の最外装部分に絶縁性の樹脂材
を配設し、この可撓管の先端側に配設される湾曲部の外
装部分に絶縁性のゴム部材を配設するとともに、挿入部
の先端部に配設された先端構成部に絶縁性の先端カバー
部材を設けることにより、内視鏡の挿入部全体を絶縁部
材で覆う構成にしたものである。
【０００３】また、図４は従来の内視鏡における挿入部
の先端部に配設された先端構成部ａの内部構成を示すも
のである。この先端構成部ａには金属製の先端構成部材
ｂが設けられている。この先端構成部材ｂには少なくと
も３つの穴、すなわち観察光学系装着用の穴ｃと、図示
しない照明光学系装着用の穴と、鉗子挿入チャンネル形
成用の穴ｄとが形成されている。
【０００４】さらに、先端構成部材ｂの観察光学系装着
用の穴ｃには観察光学系が装着されている。この観察光
学系には対物レンズｅと、画像伝送用ファイバーｆとが
設けられている。ここで、対物レンズｅは観察光学系装
着用の穴ｃの先端部に配置され、この穴ｃの基端部側に
は画像伝送用ファイバーｆの先端部が挿入された状態で
固定されている。なお、画像伝送用ファイバーｆの先端
部には対物レンズｅと離間対向配置されるレンズｇが接
着固定されている。
【０００５】また、通常、内視鏡の対物レンズｅは先端
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側に平行平板ガラス、いわゆるカバーガラスｈを有して
おり、このカバーガラスｈと他のレンズ群とを金属製の
レンズ枠部材ｉにより金属製の先端構成部材ｂに固定し
ている。
【０００６】ここで、カバーガラスｈの先端面は金属製
の先端構成部材ｂの外表面を覆う絶縁性の先端カバー部
材ｊの先端面とほぼ同一平面上か、もしくはやや突出し
た位置に配置されている。そのため、金属製のレンズ枠
部材ｉの先端側も絶縁性の先端カバー部材ｊの先端面と
ほぼ同一平面上に配置されることになる。そして、従来
は、金属製のレンズ枠部材ｉの先端側の端面の上に絶縁
性の接着剤ｋ等を塗布することにより、金属製のレンズ
枠部材ｉが内視鏡の先端構成部ａの先端面に露出するこ
とを防止するようにしている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】上記従来構成のものに
あっては内視鏡の組み立て作業時には外形寸法が小さい
金属製のレンズ枠部材ｉの先端側の端面の上に絶縁性の
接着剤ｋ等を塗布する微細な作業を行なう必要があるの
で、手間がかかり、組立時の作業が非常に面倒になって
いた。
【０００８】さらに、金属製のレンズ枠部材ｉの先端側
の端面の上に絶縁性の接着剤ｋ等を塗布した部分は内視
鏡の挿入部の先端面全体の中で相対的に最も絶縁性が低
い部位となっている。そして、このような内視鏡を先端
面に水分がたまっている状態、もしくは水中で高周波処
置具と併用した場合には、高周波処置具の駆動時に流れ
る高周波電流は水分により内視鏡の挿入部の先端面の中
で最も絶縁性が低い部分である金属製のレンズ枠部材ｉ
の周辺に集中して流れて、放電現象が生じる可能性があ
る。このような場合には、レンズ枠部材ｉの周囲に塗布
していた接着剤が放電により無くなってしまい、さらに
は絶縁性の先端カバー部材ｊ自体も放電により焼けてし
まい、絶縁性の先端カバー部材ｊの交換修理の必要が生
じる可能性がある。
【０００９】本発明は上記事情に着目してなされたもの
で、その目的は、組立時の作業が容易で、組立コストを
下げることができるうえ、高周波処置具と併用した場合
であっても絶縁性の先端カバーが放電により焼けてしま
うことを防止することができ、耐久性の高い内視鏡を提
供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】請求項１の発明は、管腔
内に挿入される挿入部の先端に金属製の先端構成部材が
配設され、この先端構成部材が絶縁性の先端カバー部材
により被覆されるとともに、金属製のレンズ枠部材内に
対物レンズが固定され、その先端にカバーガラスが配設
された状態で前記先端構成部材に取付けられた内視鏡に
おいて、前記カバーガラスは前記レンズ枠部材の前面全
体を覆う大きさに設定したことを特徴とする内視鏡であ
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る。そして、本請求項１の発明では、対物レンズの先端
に配設されたカバーガラスによって対物レンズのレンズ
枠部材の前面全体を覆うことにより、内視鏡の先端面に
金属製のレンズ枠部材が露出しないようにした。これに
より、金属製のレンズ枠部材の先端側の端面の上に絶縁
性の接着剤等を塗布する微細な作業を省略することによ
り、組立時の作業が容易で、組立コストを下げることが
できるうえ、高周波処置具と併用した場合であっても絶
縁性の先端カバーが放電により焼けてしまうことを防止
するようにしたものである。
【００１１】請求項２の発明は、前記カバーガラスは前
記対物レンズの径よりも大きく、且つ前記レンズ枠部材
の外径と同径に設定したものであることを特徴とする請
求項１に記載の内視鏡である。そして、本請求項２の発
明では、カバーガラスをレンズ枠部材の外径と同径に設
定したことにより、カバーガラスによってレンズ枠部材
の前面全体を覆うようにしたものである。
【００１２】請求項３の発明は、前記カバーガラスは先
端側から基端側に向かうにしたがって外径寸法が縮径す
るテーパー状の縮径部を有し、かつ前記レンズ枠部材の
枠内周面に前記縮径部と係合するテーパー形状の係合部
を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡であ
る。そして、本請求項３の発明では、カバーガラスとレ
ンズ枠部材との間を連結する作業時に、カバーガラスの
テーパー状の縮径部と、レンズ枠部材のテーパー形状の
係合部との間を係合させることにより、カバーガラスと
レンズ枠部材との外径合わせを容易に行えるようにした
ものである。
【００１３】
【発明の実施の形態】以下、本発明の第１の実施の形態
を図１および図２を参照して説明する。図１は本実施の
形態の内視鏡１全体の概略構成を示すものである。この
内視鏡１には管腔内に挿入される細長い挿入部２と、こ
の挿入部２の基端部に連結された手元側の操作部３とが
設けられている。
【００１４】また、操作部３の後端部には接眼部４が配
設されている。さらに、操作部３の外周面には着脱自在
な鉗子挿入口兼灌流用口金部５及び操作レバー６が設け
られ、かつライトガイドケーブル７が接続されている。
【００１５】また、挿入部２には細長い可撓管からなる
軟性部８と、この軟性部８の先端に連接された湾曲部９
と、この湾曲部９の先端に設けられた先端構成部１０と
が設けられている。さらに、挿入部２の内部には図２に
示すように後述する画像伝送用ファイバー１１、鉗子挿
入管路用チューブ１２、照明用ファイバー（図示せず）
が挿通されている。
【００１６】また、図２は先端構成部１０の内部構成を
示すものである。この先端構成部１０には金属製の先端
構成部材１３が設けられている。この先端構成部材１３
には少なくとも３つの穴、すなわち、観察光学系装着用
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の穴１４ａと、照明光学系装着用の穴１４ｂ（図示せ
ず）と、鉗子挿入チャンネル形成用の穴１４ｃとが形成
されている。そして、観察光学系装着用の穴１４ａには
観察光学系１６、照明光学系装着用の穴１４ｂには図示
しない照明用ファイバーの先端部、鉗子挿入チャンネル
形成用の穴１４ｃには鉗子挿入管路用チューブ１２の先
端部がそれぞれ挿入された状態で固定されている。
【００１７】さらに、鉗子挿入管路用チューブ１２の先
端部には円筒部材１５が連結されている。この円筒部材
１５の基端部側には鉗子挿入管路用チューブ１２の先端
部が外嵌されるチューブ連結部１５ａが形成されてい
る。そして、この円筒部材１５のチューブ連結部１５ａ
に鉗子挿入管路用チューブ１２の先端部が外嵌された状
態で、円筒部材１５のチューブ連結部１５ａと鉗子挿入
管路用チューブ１２の先端部との間が接着等で固定され
ている。なお、円筒部材１５の先端側は先端構成部材１
３の穴１４ｃに挿入され、接着等で固定されている。
【００１８】また、観察光学系１６には対物レンズ１７
と、画像伝送用ファイバー１１とが設けられている。こ
こで、対物レンズ１７は観察光学系装着用の穴１４ａの
先端部に配置され、この穴１４ａの基端部側には画像伝
送用ファイバー１１の先端部が挿入された状態で固定さ
れている。なお、画像伝送用ファイバー１１の先端部に
は対物レンズ１７と離間対向配置されるレンズ１８が接
着固定されている。
【００１９】また、対物レンズ１７は金属製のレンズ枠
部材１９内に接着固定されている。そして、このレンズ
枠部材１９に保持された状態で、観察光学系装着用の穴
１４ａの先端側に接着固定されている。ここで、枠部材
１９の内径寸法は対物レンズ１７の外径寸法とほぼ等し
くなるように設定されている。
【００２０】さらに、対物レンズ１７の先端側にはカバ
ーガラス２０が配設されている。このカバーガラス２０
は対物レンズ１７のレンズ枠部材１９の前面に接着固定
されている。このカバーガラス２０の外径寸法は枠部材
１９の外径寸法とほぼ等しく、また観察光学系装着用の
穴１４ａの内部に挿通可能な大きさに設定されている。
そして、内視鏡１の組み立て時には対物レンズ１７と、
レンズ枠部材１９と、カバーガラス２０の３つの部品を
組付けた対物レンズユニット１７Ａが予め組み立てられ
たのち、この対物レンズユニット１７Ａが一体的に観察
光学系装着用の穴１４ａの先端側に接着固定されるよう
になっている。
【００２１】また、先端構成部材１３の外表面には絶縁
性樹脂等から成る先端カバー部材２１が接着固定されて
いる。この先端カバー部材２１には先端構成部材１３の
３つの穴、すなわち、観察光学系装着用の穴１４ａと、
図示しない照明光学系装着用の穴と、鉗子挿入チャンネ
ル形成用の穴１４ｃとそれぞれ対応する位置に穴２１ａ
～２１ｃ（なお、穴２１ｂは図示せず）がそれぞれ設け
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られている。ここで、観察光学系装着用の穴１４ａと対
応する位置の穴２１ａはカバーガラス２０の外径寸法と
ほぼ等しいか、僅かに大きい穴径に設定されている。そ
して、本実施の形態の先端カバー部材２１は、カバーガ
ラス２０の先端面が先端カバー部材２１の先端面と同一
平面上、もしくは０．１ｍｍ程度突出する厚さに設定さ
れている。
【００２２】また、先端構成部材１３の基端側には湾曲
部９を構成する湾曲管２２の先端部が接着により固定さ
れている。この湾曲管２２の外周面には絶縁性のゴム部
材２３が外装されている。このゴム部材２３の先端側は
先端構成部材１３に糸部材２４によって巻締固定される
とともに、接着剤２５が塗布されて接着固定されてい
る。なお、本実施の形態では画像伝送手段として光ファ
イバー１１を使用した例を示したが、これに限定される
ものではなく、ＣＣＤを用いた電子内視鏡でもよい。
【００２３】次に、上記構成の作用について説明する。
本実施の形態の内視鏡１の先端構成部１０における観察
光学系１６の組立作業時には、まず枠部材１９の内部に
対物レンズ１７を挿入して接着し、同時にこの対物レン
ズ１７の先端側にカバーガラス２０を接着固定する。こ
のとき、カバーガラス２０の外周面を対物レンズ１７の
レンズ枠部材１９の外周面に合わせる状態に位置決めし
た状態で、カバーガラス２０をレンズ枠部材１９に接着
固定する作業を行なう。これにより、対物レンズ１７
と、レンズ枠部材１９と、カバーガラス２０の３つの部
品を組付けた対物レンズユニット１７Ａが予め組み立て
られる。
【００２４】さらに、対物レンズ１７と、レンズ枠部材
１９と、カバーガラス２０の３つの部品を組付けた対物
レンズユニット１７Ａの各接着部が乾燥した後に、先端
構成部材１３の観察光学系装着用の穴１４ａにこの３つ
の部品を組み付けた対物レンズユニット１７Ａが挿入さ
れて接着固定される。
【００２５】その後、最後に先端構成部材１３の外表面
に先端カバー部材２１を接着固定する。このとき、カバ
ーガラス２０及び先端カバー部材２１により、金属製の
枠部材１９の先端側全体が完全に覆われるので、金属製
の枠部材１９が内視鏡１の先端構成部１０の外表面に露
出されることがない。そのため、内視鏡１の先端構成部
１０の外表面には絶縁性が低下する部位が生じない。
【００２６】そこで、上記構成のものにあっては次の効
果を奏する。すなわち、本実施の形態では内視鏡１の挿
入部２における先端構成部１０の金属製のレンズ枠部材
１９内に固定された対物レンズ１７の先端に配設された
カバーガラス２０をレンズ枠部材１９の前面全体を覆う
大きさに設定したので、金属製のレンズ枠部材１９が先
端構成部１０の先端面に露出する事がない。そのため、
内視鏡１の組立時にレンズ枠部材１９を隠すように接着
剤を塗布する微細な接着剤の塗り作業を省略することが
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できるので、内視鏡１の組立時の作業を容易化して組立
コストを下げることができる。
【００２７】さらに、カバーガラス２０によってレンズ
枠部材１９の前面全体が覆われているので、高周波処置
具併用時に、レンズ枠部材１９の近傍に高周波電流が集
中することを防止することができる。そのため、高周波
処置具と併用した場合であっても絶縁性の先端カバー２
１が放電により焼けてしまうことを防止することがで
き、耐久性を高めることができる。
【００２８】また、図３は本発明の第２の実施の形態を
示すものである。本実施の形態は第１の実施の形態（図
１および図２参照）の内視鏡１の対物レンズユニット１
７Ａの構成を次の通り変更したものである。なお、これ
以外の部分は第１の実施の形態の内視鏡１と同一構成に
なっており、第１の実施の形態の内視鏡１と同一部分に
は同一の符号を付してここではその説明を省略する。
【００２９】すなわち、本実施の形態では対物レンズユ
ニット１７Ａのカバーガラス２０の基端部側の外周面に
対物レンズ１７側に向かうにしたがって外径寸法が縮径
するテーパー状の縮径部３１が設けてある。
【００３０】さらに、対物レンズ１７のレンズ枠部材１
９は対物レンズ１７の外周面の軸方向長さより長くなる
ように設定されている。そして、このレンズ枠部材１９
の先端部側内周面にはカバーガラス２０の縮径部３１と
係合するテーパー形状の係合部３２が形成されている。
【００３１】そして、本実施の形態の内視鏡１の先端構
成部１０における観察光学系１６の対物レンズユニット
１７Ａの組立作業時には、カバーガラス２０のテーパー
状の縮径部３１と枠部材１９のテーパー形状の係合部３
２とを合わせた状態で接着する。
【００３２】そこで、本実施の形態では、対物レンズユ
ニット１７Ａのカバーガラス２０の基端部側の外周面に
テーパー状の縮径部３１を設けるとともに、対物レンズ
１７のレンズ枠部材１９の先端部側内周面にカバーガラ
ス２０の縮径部３１と係合するテーパー形状の係合部３
２を形成したので、カバーガラス２０とレンズ枠部材１
９との間を連結する作業時には、カバーガラス２０のテ
ーパー状の縮径部３１と、レンズ枠部材１９のテーパー
形状の係合部３２との間を係合させることにより、カバ
ーガラス２０とレンズ枠部材１９との外径合わせを簡単
に行うことができる。そのため、観察光学系１６の対物
レンズユニット１７Ａの組立作業時間を一層、短縮して
対物レンズユニット１７Ａの組立コストを下げることが
できる効果がある。
【００３３】さらに、本発明は上記実施の形態に限定さ
れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種
々変形実施できることは勿論である。次に、本出願の他
の特徴的な技術事項を下記の通り付記する。
記
（付記項１）  カバーガラスと複数のレンズと金属製の
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7
レンズ枠部材を、内視鏡挿入部先端の金属製先端本体部
材に固定し、かつ前記金属製本体部材を絶縁性先端カバ
ー部材により被覆した内視鏡において、前記カバーガラ
スの径は他のレンズの径よりも大きく、且つレンズ枠部
材の外径と同径とした内視鏡。
【００３４】（付記項２）  前記カバーガラスは先端側
から基端側にかけて外径が縮径するテーパー部を有し、
かつ前記レンズ枠部材は先端側内径部に前記テーパー部
に相対するテーパー部を有することを特徴とする付記項
１に記載の内視鏡。
【００３５】（付記項３）  挿入部先端部に設けられ観
察対象を観察するための対物レンズとこの対物レンズを
保持する金属製のレンズ枠部材と前記対物レンズと同軸
に前記レンズ枠部材の先端側に配置されたカバーガラス
とを前記挿入部先端に設けられた先端本体部材に固定す
るとともにこの先端本体部材を先端カバー部材によって
被覆した内視鏡において、前記カバーガラスの直径を前
記対物レンズの直径よりも大きくし且つ前記レンズ枠部
材の外径と等しく形成することを特徴とする内視鏡。
【００３６】（付記項１～３の従来技術）  高周波処置
具を安全に使用できる内視鏡の技術として、特開平１１
－３２９８５や特開平９－２６５４８に示されている技
術があった。すなわち可撓管の最外装を絶縁性の樹脂材
とし、湾曲部の外装を絶縁性のゴム部材とし、挿入部の
先端に絶縁性の先端カバー部材を設け、挿入部全体を絶
縁部材で覆う方法である。
【００３７】通常、内視鏡の対物レンズは先端側に平行
平板ガラス、いわゆるカバーガラスを有しており、この
カバーガラスと他のレンズ群を金属製のレンズ枠部材に
より内視鏡先端の金属構成部材に固定している。カバー
ガラスの先端面は前記絶縁性先端カバー部材の先端面と
ほぼ同一平面上か、もしくはやや突出した位置になるた
め、前記金属製のレンズ枠部材の先端側も前記絶縁性先
端カバー部材の先端面とほぼ同一平面上に位置すること
になる。
【００３８】（付記項１～３が解決しようとする課題）
  従来の構成では、金属製レンズ枠部材が内視鏡先端面
に露出しないよう、その上に絶縁性の接着剤等を塗布す
る必要があり、組立時の作業が非常に面倒になってい
た。
【００３９】また、接着剤等の塗布だけで露出しないよ
うにしている金属製レンズ枠部材周辺が内視鏡先端面で
相対的に最も絶縁性が低い部位となっている。このよう
な内視鏡を先端面に水分がたまっている状態もしくは水
中で高周波処置具と併用した場合、高周波電流は水分に
よりこの最も絶縁性が低い部分に集中して流れて、放電
現象が生じたりしてしまう。その結果、枠部材周囲に塗
布していた接着剤が放電により無くなってしまい、さら
には絶縁性先端カバー自体も放電により焼けてしまい、
絶縁性先端カバーを交換修理することに至る場合もあっ*
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*た。
【００４０】（付記項１～３の作用）  カバーガラスと
複数のレンズと金属製の枠部材を、内視鏡挿入部先端の
金属製先端本体部材に固定し、かつ前記金属製本体部材
を絶縁性先端カバー部材により被覆した内視鏡におい
て、前記カバーガラスの径を他のレンズの径よりも大き
く、且つ枠部材の外径と同径としたことで、内視鏡先端
面に金属製レンズ枠部材が露出しないようにした。
【００４１】（付記項１～３の効果）  カバーガラスと
複数のレンズと金属製のレンズ枠部材を、内視鏡挿入部
先端の金属製先端本体部材に固定し、かつ前記金属製本
体部材を絶縁性先端カバー部材により被覆した内視鏡に
おいて、前記カバーガラスの径を他のレンズの径よりも
大きく、且つレンズ枠部材の外径と同径としたことで、
内視鏡先端面に金属製のレンズ枠部材が露出する事がな
いため、組立時にレンズ枠部材を隠すような接着剤の塗
り作業が必要なくなり、組立コストを下げることができ
る。また高周波処置具併用時に、レンズ枠部材近傍に高
周波電流が集中しないようになるため、放電による故障
を防ぐことが可能となる。
【００４２】
【発明の効果】請求項１の発明によれば、金属製のレン
ズ枠部材内に固定された対物レンズの先端に配設された
カバーガラスをレンズ枠部材の前面全体を覆う大きさに
設定したので、金属製のレンズ枠部材が挿入部の先端面
に露出する事がない。そのため、内視鏡組立時にレンズ
枠部材を隠すように接着剤を塗布する微細な接着剤の塗
り作業が必要なくなり、組立時の作業を容易化して組立
コストを下げることができる。
【００４３】さらに、カバーガラスによってレンズ枠部
材の前面全体が覆われているので、高周波処置具併用時
に、レンズ枠部材の近傍に高周波電流が集中することを
防止することができる。そのため、高周波処置具と併用
した場合であっても絶縁性の先端カバーが放電により焼
けてしまうことを防止することができ、耐久性を高める
ことができる。
【００４４】請求項２の発明によれば、カバーガラスを
レンズ枠部材の外径と同径に設定したことにより、カバ
ーガラスによってレンズ枠部材の前面全体を覆うように
したので、高周波処置具と併用した場合であっても絶縁
性の先端カバーが放電により焼けてしまうことを防止す
ることができ、耐久性を高めることができる。
【００４５】請求項３の発明によれば、カバーガラスと
レンズ枠部材との間を連結する作業時に、カバーガラス
のテーパー状の縮径部と、レンズ枠部材のテーパー形状
の係合部との間を係合させることにより、カバーガラス
とレンズ枠部材との外径合わせを容易に行えるようにし
たので、組立時の作業が容易で、組立コストを下げるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】  本発明の第１の実施の形態の内視鏡全体の概
略構成を示す側面図。
【図２】  第１の実施の形態の内視鏡における挿入部の
先端部の内部構成を示す要部の縦断面図。
【図３】  本発明の第２の実施の形態の内視鏡における
挿入部の先端部の内部構成を示す要部の縦断面図。
【図４】  従来の内視鏡における挿入部の先端部の内部
構成を示す要部の縦断面図。 *
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*【符号の説明】
２    挿入部
１３    先端構成部材
１７    対物レンズ
１９    レンズ枠部材
２０    カバーガラス
２１    先端カバー部材

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】
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